
＜施策１＞　学校教育の充実

≪基本事業１≫　学力の向上と個性を育む教育の推進

】ータンセアィデメ【業事営運理管クーワトッネ間校学①

】課育教校学【業事進推上向力学②

】課育教校学【業事修研員職教③

】課育教校学【業事進推育教語英校学中・小④

】課育教校学【 業事進推導指路進・育教アリャキ⑤

】課育教校学【業事進推育教援支別特⑥

「学力の向上と個性を育む教育の推進」の達成目標値

第４章　今後５年間（後期計画）に集中して取り組む施策

　特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍する学級に、学級の運営を円滑に行う
ために特別支援教育支援員を配置し、支援します。

　市内の小・中学校と教育委員会・教育委員会出張所を仮想専用線によるネットワーク
で結び、情報交換や情報共有、学校間交流ができるよう環境を整備するとともに、その
管理運営を行います。

　国・県が実施した学力調査等の結果をふまえ、児童生徒一人一人の基礎学力の定着と
確かな学力の向上をめざします。そのために各学校が自校の実態に応じて策定した学力
向上プラン等に基づいた取組の評価と改善を推進するとともに、幼小連携、小中連携、
中高連携の充実を図ります。また、児童生徒の実態に応じた家庭学習の取り組み方につ
いて指導し、家庭学習の充実を図ります。

　外部講師を招聘しての研修会をとおして、教職員一人一人の授業力をはじめとする指
導力の向上を図ります。また、教育の動向や当面する教育課題等を踏まえ、教職員を対
象とした教育講演会等を開催し、教職員の資質向上を図ります。

　外国語活動支援員や外国語指導助手（ＡＬＴ）を全小学校へ計画的に派遣し、英語に
親しみ、外国の生活や文化に対する興味・関心を高めるとともに、コミュニケーション
能力の素地を育成します。
　外国語指導助手（ＡＬＴ）を全中学校及び国分中央高校へ計画的に派遣し、英語学習
に対する関心や意欲を高めるとともに、コミュニケーション能力の育成を図ります。

　「きりしまっ子」の成長イメージを踏まえ、各学校で夢や志を育むための進路学習や
体験活動、職業人の講話などの取組を支援します。また、市内中学校教員等による実力
テストを作成・実施し、その結果を各学校で活用させることで、進路指導の充実を図り
ます。

子どもたちの人格の完成を目指し、知・徳・体の調和のとれた教育の推進と、教

育環境づくりに努めます。
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≪基本事業２≫　豊かな心を育む教育の推進

】課育教校学【業事進推育教徳道①

】課育教校学【業事進推育教権人②

】課育教校学【業事トーポサもど子等策対校登不・めじい③

】課育教校学【業事進推動活書読④

】課育教校学【業事催開いどつの楽音校学中・小市島霧⑤

授業が楽しい、分かりやすい
と回答した児童生徒の割合

％

　学習指導要領の趣旨や内容の周知徹底を図るとともに、各学校における道徳教育の全
体計画や年間指導計画に基づき、道徳教育推進教師を中心とした全校的な指導体制を推
進します。また、郷土の教育伝承の教材を活用したり、「心の教育の日」「命の教育の
日」の取組計画の見直し・実践を行いながら、道徳教育の充実に努めます。さらに、道
徳の時間に関する教職員の指導力の向上を図るために、研修内容の充実・改善を進めま
す。

　校内研修の充実と、各種研修会への参加を支援することにより、人権教育に関する教
職員の資質向上に努めます。また、人権尊重の視点に立った教育活動を推進し、児童生
徒の思いやりの心の育成を図ります。

　いじめ問題に迅速かつ適切に対応するために、専門の相談員を配置し、学校との相談
や指導、関係機関等との連携等を積極的に行い、適切な問題解決を図ります。また、不
登校の未然防止や不登校（傾向）児童生徒や保護者に対し適切に対応するために教育支
援センターを活用し、相談活動や学習支援等を行い、学校への復帰を支援します。さら
に、不登校の児童生徒への対応として、家庭訪問や学校を始め関係機関との連携を図る
相談員を活用し、適切な問題解決を進めていきます。

　各学校の朝読書の充実や家庭と連携した「きりしま親子２０分間読書運動」の推進を
図り、豊かな心の育成を図ります。また、市立図書館等と連携した「子ども読書の日」
や「子どもといっしょに読書の日」の取組を推進し、学校図書館の整備・充実に努めま
す。

　小・中学校の児童生徒を対象とした音楽発表会を霧島国際音楽ホール「みやまコン
セール」で実施し、豊かな心の育成と相互の交流を図ります。

確かな学力を身に付けること
ができた児童生徒の割合

％

個に応じた指導が受けられた
児童生徒の割合

％

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

27) 28)

73.0 76.0学校評価結果

78.3 90.0学校評価結果

83.2 92.0学校評価結果
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「豊かな心を育む教育の推進」の達成目標値

≪基本事業３≫　健やかな体を育む教育の推進

① 】課育体健保【業事援支営運会健保校学

② 】課育体健保【業事援支加参会大種各校学中

】課食給校学【業事備整設施食給校学③

「健やかな体を育む教育の推進」の達成目標値

≪基本事業４≫　特色ある教育活動と開かれた学校づくりの推進

】課育教校学【業事トーポサりくづ校学るあ色特①

小・中学生（小6・中1）1人
当たりの永久歯のむし歯等の
保有本数

7.00.1数歯ＦＭＤ％

（H25） （H31）

新体力テスト（8種目）にお
いて県平均を超えた種目数
（小5・中2）

種目 新体力テスト結果 3.3 5.4

あいさつができている児童生
徒の割合

％ 84.5 94.0

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

　市学校保健会の運営に関し、各種医師会及び保健所等と連携して疾病の予防及び早期
発見に努めるとともに感染症への対応、学校保健に関する行事の実施など健康教育の推
進を図ります。

　平成32年に開催予定の鹿児島国体を見据え、選手を育成するため各種部活動を支援
し、併せて体力増進を図るため、リーフレット「霧島っ子のチャレンジ運動これだけ
は！」を継続し活用するとともに「一校一運動」を推進し、基礎体力の向上に努めま
す。

　安心安全な学校給食の提供に努めるため、給食施設の計画的な整備を行っていきま
す。

（H25） （H31）

規範意識や思いやりの心を
もっている児童生徒の割合

％

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

82.1 86.0学校評価結果

学校評価結果
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】課育教校学【業事ルークス・ンイ・クーパオジ島霧②

】課育教校学【業事進推価評校学③

】課育教校学【業事進推育教貫一中・小④

「特色ある教育活動と開かれた学校づくりの推進」の達成目標値

≪基本事業５≫　教育環境の整備

】課育体健保【業事進推備整制体全安校学①

】課育体健保【業事進推育教災防②

　「中1ギャップ」の解消に向けた小・中連携の取組を充実させ、小・中学校教員の相互
交流授業等を推進し、9年間の系統的な教育課程の編成・実施により、小学校から中学校
への円滑な接続を図ります。また、県や国の動向を勘案しながら、小中一貫教育学校の
研究を行うとともに、児童生徒の教育環境を整備しながら、特色ある学校づくりの充実
を図ります。

　学校周辺の交通量の増加に伴う事故や声かけ事案などの犯罪に児童生徒が巻き込まれ
ないように市関係各課や警察などの外部機関と連携し通学路の点検を行い、スクール
ガード・リーダー制度を活用するなど安全確保を図ります。また、学校における各種検
査を実施し、適正な教育環境の維持に努めます。

　すべての学校において、霧島山の噴火活動や風水害等を考慮した防災計画や避難訓練
等を行い、自分の命は自分で守る意識を高める防災教育を実践します。

053,12030,12査調態実

（H25） （H31）

地域の特色や人材を活かした
教育活動の件数

537456査調態実件

「地域が育む『かごしまの教
育』県民週間」に学校を訪れ
た人数

人

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

　学校の自由な発想と創意工夫による児童生徒の学力向上や環境教育、体験活動など、
霧島の豊かな自然や施設等を生かした特色ある教育活動を支援することで、学校の主体
性を高め、学校の教育活動の活性化を図ります。

　世界ジオパークをめざす霧島山に対する誇りと感謝の心を育ませるために、市立小・
中学校及び国分中央高等学校にジオパークコーナーを設置し、各学校の実態に応じた、
又は各学校の特色あるジオパーク学習を推進します。さらに、霧島山登山活動での霧島
ジオガイドの積極的な活用及び中学生を対象に霧島ジオガイドの体験活動を継続してい
きます。

　学校の教育活動を適正に評価するため、保護者、地域住民等を学校評議員等として委
嘱し、学校教育に対して幅広く意見を聴くことにより、開かれた学校づくりを推進する
とともに、学校経営改善の充実を図ります。

29)
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】課育教校学【業事備整備設等育教科理③

】課育教校学【）称仮（業事備整アィデメチルマ④

「教育環境の整備」の達成目標値

≪基本事業６≫　幼稚園教育の推進

】課育教校学【業事援支合総期早害障達発①

】課育教校学【業事進推育教園稚幼②

「幼稚園教育の推進」の達成目標値

≪基本事業７≫　魅力ある高等学校教育の推進

】校学等高央中分国【業事備整備設校高央中分国①

　幼稚園の職員を対象にした研修会等を実施し、職員の資質の向上を図るとともに、幼
稚園教育の充実と小学校への円滑な接続を図ります。

　小・中学校における理科及び算数・数学の授業を充実させるために、必要な教材・備
品等の購入を計画的に行い、備品整備の充実を図ります。

　マルチメディア関連機器の管理・修理を行い、児童生徒や教職員の教育環境の整備・
充実を図り、校務のスリム化やわかる授業づくりを推進します。

　幼稚園において、特別な支援を必要とする園児が在籍する学級や通常の学級運営が困
難な学級に支援員を配置し、該当園児や担任を支援することにより、学級運営を円滑に
行うとともに小学校への円滑な接続を図ります。

児童生徒にとって安心して教
育が受けられる環境が整って
いると考える学校の割合

％ 学校評価結果 66.0 72.0

（H25） （H31）

非構造部材（天井等）の耐震
基準を満たした学校施設の割
合

％
体育館等の非構造部材の耐震
化率

83.0 100.0

（H25） （H31）

基本的なしつけや集団行動が
身に付いた園児の割合

％ 学校（園）評価 85.8 88.8

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値
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】校学等高央中分国【業事化性活校高央中分国②

】校学等高央中分国【業事備整設施校高央中分国③

「魅力ある高等学校教育の推進」の達成目標値

＜施策２＞　青少年の健全育成

≪基本事業１≫　体験と立志を支援する環境づくり

】課習学涯生【業事進推志立子っましりき①

　パソコンを更新することにより、生徒が最新の情報処理機器の技能・技術を習得でき
る環境を整え、また、ＴＶモニター等の教材提示装置に替わりプロジェクター等を導入
することにより学習環境の充実に努め、専門性豊かな人材づくりに努めます。

　優秀な外部派遣講師等による部活動等の充実・強化に努めるほか、大学や社会人の強
豪チームのボランティアによる合同練習などを行うことで、部活動のレベルアップを図
ります。そして、九州大会及び全国大会に多く出場することで、社会に寄与する資質や
技能など専門性を身に付け、専門学科に関係のある上位学校や就職に就けるように努め
ます。

　市内の中学生を対象に2泊3日の英語中心のイングリッシュサマースクールをとおし、
スポーツ等の体験活動やＡＬＴ等とのコミュニケーション活動を行う中で、英語に自然
に慣れ親しみ、また海外青年協力隊経験者の話を聞いて国際感覚を磨くとともに、将来
の夢や志を持った子どもたちの育成を図ります。

「学校が楽しい」と回答した
生徒の割合

％ 国分中央高等学校の管理データ

高度資格取得のべ人数 人 国分中央高等学校の管理データ 875 880

就職・進学率 ％ 国分中央高等学校の管理データ 100.0 100.0

93.0 95.0

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

「道義高揚・豊かな心推進」宣言都市として、地域の特性を生かして心豊かな

「きりしまっ子」の育成に努めます。

　平成23年度に「スポーツ健康科」が新設されたことにより、九州・全国大会で活躍す
る生徒が増え、学校全体が活性化してきている中、体育の授業や部活動等のスポーツ環
境の充実を図るため、2020年開催の鹿児島国体での競技会場としても使用可能なアリー
ナ、トレーニング室、多目的室、部室等を有する新体育館建設と昭和40年代に建設され
た小畑農場の実習棟を改築し、教育環境の改善・充実を進めます。
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】課習学涯生【業事験体然自子っましりき！くぱんわ②

】課習学涯生【業事催開動活験体域地年少青③

】課習学涯生【業事援支動活会員委行実使大供子善親韓日④

「体験と立志を支援する環境づくり」の達成目標値

≪基本事業２≫　地域全体で子どもを見守り育む環境づくり

】課習学涯生【業事援支営運会絡連導指活生外校①

】課習学涯生【業事営運ータンセ成育年少青②

】課習学涯生【業事援支成育会もど子③

　市内にある山、川、海等の豊かな自然の中で、6泊7日の異年齢による集団生活や自然
体験活動を行い、生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性，規範意
識、郷土愛等を養い、心身ともにバランスのとれた感受性豊かな「きりしまっ子」の育
成を目指します。

（H25） （H31）

体験活動プログラムに参加
し、満足した児童生徒の割合

％ 参加者アンケート 92.9 93.5

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

　市内の小・中学生を対象に市内の豊かな自然環境や伝統文化、地域資源等を活かした
体験活動を実施し、ふるさとの良さを認識し、郷土愛や、郷土を誇りに思う気持ちを持
った子ども達を育てる事業を開催します。

　市内小学校の児童と、大韓民国釜山広域市培英（ペーヨン）初等学校の児童がお互い
に訪問し合いホームステイをして交流を深めることにより、国際感覚を育みます。

　市内の児童生徒の健全な育成を図るため、各小・中・高校と市ＰＴＡ連絡協議会、市
子ども会育成連絡協議会とが協力連携し、校外における生活指導を充実するための方策
を話し合います。特に、子どもたちの長期休暇の過ごし方などを研究・協議することで、
各学校や保護者、関係団体の共通理解と生活指導の充実を図ります。

　市内全域を対象とした、青少年育成センター指導員及び委嘱補導員による声かけ指導
を主に行います。また、青少年育成センターでは、相談機能を充実します。なお、各地
区自治公民館の防犯パトロール隊とも連携を強め、子どもたちの登下校時の見守り活動
などを継続して実施していきます。

将来の具体的な夢や志につい
て考えたことのある中学生の
割合

％ 中学２年生へのアンケート 85.5 87.0

小学校1年生の子ども会加入
率

％ 加入申込書集計 82.8 85.0

− 54 − − 55 −



④家庭・地域・学校における道義高揚実践目標設定事業 【総務課市民運動推進室】

】室進推動運民市課務総【業事進推動運つさいあ子っましりき⑤

】室進推動運民市課務総【業事営運会議協題問年少青市島霧⑥

】室進推動運民市課務総【業事成育全健年少青るて育で域地⑦

】室進推動運民市課務総【業事用活タルカ島霧とさるふ⑧

】課習学涯生【業事援支合総育教庭家⑨

】課習学涯生【業事進推団援応校学⑩

「地域全体で子どもを見守り育む環境づくり」の達成目標値

　地域住民や団体、企業等が学校支援ボランティアとして、学校の要望に応じた学校支
援活動を行うことをとおして、各学校における教育活動等の充実を図るとともに、地域
全体で子どもを守り育てる環境づくり、態勢づくりを図ります。

霧島警察署・横川警察署管内
の不良行為少年数

人
霧島警察署「地域安全白書」、
横川警察署「安全のしるべ」

376 350

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

　子ども会を魅力ある組織としてアピールするために、新たに支部ごとに「おすすめ事
業」を企画し、新規会員を増やすために霧島市地区自治公民館連絡協議会と連携を図り
ながら長子が小学校へ入学する保護者に対して、子ども会加入を呼び掛けていきます。

　家庭・地域・学校が連携して道義高揚に努め、全家庭が道義高揚実践目標を設定する
よう、学校や地区自治公民館をとおして積極的に呼びかけます。

　青少年の健全育成を図るため、「あいさつ運動モデル校区」を定め、登下校のあいさ
つや声かけ運動を実践します。地域においては大人と子どもがお互いの顔を知り合うた
めの「顔なじみ運動」を展開します。

　家庭状況、経済状況等に恵まれない子ども、問題行動の多い子ども等を健全に育てる
ため、また、いじめ問題を解決するため、保護士、児童委員、地区自治公民館、法務
局、警察等と連携し、保護及び矯正に関する観点から連絡調整・協議を行います。

　校区青少年健全育成連絡会を置いて、様々な地域課題を協議することにより、地域ぐ
るみによる青少年健全育成の環境づくりを行います。

　霧島の伝説や歴史・文化等を紹介した「ふるさと霧島カルタ」を小学生が覚えること
により、ふるさとの良さを認識し、ふるさとを誇りに思う気持ちを醸成するためのカル
タ大会を開催します。また、学校、地区自治公民館等の行事での活用を呼びかけ、郷土
を学ぶ機会の向上を図ります。

　各幼稚園、小・中学校に、年間をとおして子育てや親としての学びの機会となる家庭
教育学級を開設するとともに、就学時健康診断等の機会を活かして、家庭教育に関する
講演会を開催します。

− 56 − − 57 −



＜施策３＞　スポーツの振興

≪基本事業１≫　スポーツ活動の推進

① 】課育体健保【業事進推の動活ツーポス

「スポーツ活動の推進」の達成目標値

≪基本事業２≫　スポーツ環境の整備

① 】課育体健保【業事備整の境環ツーポス

「スポーツ環境の整備」の達成目標値

（H25） （H31）

運動・スポーツを行いやすい
環境が整っていると思う人の
割合

％ 市民意識調査 42.6 44.0

スポーツ大会等に参加したの
べ人数

人
スポーツ大会等の競技者、観
客、スタッフののべ人数

78,793 85,808

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

　スポーツ施設の整備や自然を活用した体験型のプログラムの充実については、スポー
ツ活動の拠点となる施設整備や学校体育施設の整備計画等に合わせて、年次的に整備を
進めます。また、スポーツ情報の充実を図るため、市民活動や参加促進に必要な情報の
基盤整備を推進します。さらに、スポーツ大会やイベント、交流事業などの情報を、い
つでも、だれでも容易に入手できるような仕組みを構築するために、市民へ情報発信で
きる体制を充実・発展させます。

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

あいさつや声掛けを行ってい
る市民の割合

％ 市民意識調査 73.1 75.2

　スポーツ活動事業を担う保健体育課と健康保健活動事業を担う健康増進課等の関係部
署が連携し、運動・栄養・休養等、個人にあったアドバイスができるようなスポーツ教
室を開催します。また、市民一人一人のライフステージや興味・関心に対応したライフ
スタイルづくりを支援するため、体験・学習機会、健康・スポーツプログラムの提供に
よりスポーツ活動参加を促進します。

健康づくりのためのスポーツ振興と、子どもから高齢者まで全ての人々がスポー

ツに楽しめる環境づくりを推進します。
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≪基本事業３≫　スポーツ団体の育成

】課育体健保【業事成育の体団ツーポス①

「スポーツ団体の育成」の達成目標値

＜施策４＞　文化の振興

≪基本事業１≫　芸術文化活動のきっかけづくり

】課興振化文【業事催開トステンコトォフましりき①

】課興振化文【業事催開展術美ましりき②

】課興振化文【業事会賞鑑術芸徒生童児③

「芸術文化活動のきっかけづくり」の達成目標値

　これまで、体育協会をはじめ、総合型地域スポーツクラブ、地区自治公民館、スポー
ツ推進委員などとの連携を図りながら、市民のスポーツ活動の推進を図ってきました。
さらに、スポーツ振興のための各種事業を継続するほか、各種大会の開催や指導者育成
等の事業を行います。

　霧島市の四季に富んだ自然風景、伝統行事、祭り、景色、産業、人々の暮らし、環境
に関するもの、ジオパークなどを捉えた自由部門と、飛行機、空港で働く人々、出会
い、別れなど鹿児島空港の魅力を様々な角度から捉えるエアポート部門を加えた写真を
公募し、優秀作品を展示することで、郷土への愛着を深めるとともに写真に対する関心
を深めてもらいます。

　全国の高校生以上から美術作品（絵画）を公募し、優秀作品を展示表彰する一般部門
と、市内の園児・児童生徒から絵画を募集するジュニア部門の２部門を開催することに
より、地域の美術に対する関心を高め、地域文化の発展に努めます。

　児童生徒に対して優れた舞台芸術鑑賞の機会を提供し、芸術に対する興味、関心を高
めるとともに、豊かな心を醸成します。

体育協会やスポーツ少年団に
加入している人数

人
当該年度の体育協会及びス
ポーツ少年団会員数

14,173 15,000

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

（H25） （H31）
成果指標名 単位 成果指標の測定方法

現状値 目標値

市民の豊かな感性の涵養に資するための文化芸術の振興と、郷土づくりの意識や

自発的な文化財保存活動の高まりを促します。
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≪基本事業２≫　文化関係団体の育成

】課興振化文【業事援支営運祭楽音際国島霧①

】課興振化文【業事援支術芸化文②

】課興振化文【業事援支営運体団存保能芸土郷③

「文化関係団体の育成」の達成目標値

≪基本事業３≫　文化財の保存・整備

】課興振化文【業事備整財化文①

芸術文化団体の団体数 団体 活動団体の活動実績 220 224

芸術文化団体に所属している
人の数

人 活動団体の活動実績 3,219 3,600

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

郷土芸能保存会の団体数 団体 活動団体の活動実績 34 34

郷土芸能保存会に所属してい
る人の数

人 活動団体の活動実績 2,582 2,582

（H25） （H31）

きっかけづくりの活動に参加
した延べ人数

人
市が行ったきっかけづくりの
活動実績

99,276 94,000

　霧島国際音楽ホールを主会場として、国内外で活躍する講師陣による講習会と演奏会
を支援することにより、市民が優れた音楽に触れる機会を提供し、心豊かで質の高い生
活を送れる活力ある地域社会を築きます。

　霧島市文化協会、霧島市少年少女合唱団、霧島神楽振興会の活発な活動に対して、運
営支援を行います。また、平成27年度に開催される「国民文化祭かごしま2015」を契機
に、各団体の更なる活性化を図るとともに、市民の文化芸術への関心を一層高めます。

　昔から受け継がれてきた郷土芸能を絶やさないために、郷土芸能保存団体の支援を行
います。また、郷土芸能保存会の活動内容の情報提供や、各種行事における出演機会を
積極的に提供し、更には保存会同士の交流や研修などを行い、組織の充実を図ることに
より、保存会の活性化を図ります。
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】課興振化文【業事認確跡遺内市②

】課興振化文【業事査調掘発財化文蔵埋③

】課興振化文【業事発啓護保財化文④

「文化財の保存・整備」の達成目標値

≪基本事業４≫　文化財の活用

① 】課興振化文【業事営運理管館土郷

　市民に市内の文化財を広く紹介することで、郷土の歴史への正しい理解と、文化財を
大切にする心を育むため、「霧島市を知る」をテーマとした文化財調査を実施し、その
成果を文化財ハンドブックとして刊行したり、「郷土史への扉」として市報に文化財の
由来等を掲載します。

　霧島地域の歴史・民俗資料の調査・整理・収蔵及び資料の公開を行い、郷土の歴史を
正しく理解するとともに、故郷への造詣を深めます。また、それぞれの郷土館等が持つ
資料などを活用して、特別展・企画展・郷土館収蔵品展等を実施します。併せて、市内
の５つの郷土館の在り方を検討するとともに、文化財等のネットワーク化を図り、市内
の特色ある歴史・文化に触れ、郷土愛を高めることにより入館者の増加に努めます。

現状値 目標値

（H25） （H31）
成果指標名 単位 成果指標の測定方法

指定文化財の数 件
文化振興課で管理する文化財
台帳
（数は累計）

125 128

文化振興課で管理する文化財
台帳
（数は累計）

166 226整備している文化財の数

周知の埋蔵文化財包蔵地の数 件
文化振興課で管理する文化財
台帳
（数は累計）

523 523

　市内の文化財を後世に遺すため、文化財の修復、復元、養生、整備や文化財周辺の環
境整備を行います。また、文化財の由来などを記した説明板を設置することにより、見
学者に対して文化財を正しく理解してもらいます。

　大隅正八幡宮境内及び社家跡、大隅国府跡、大隅国分寺跡などの、本市において極め
て貴重な遺跡や史跡を後世に遺すために発掘調査を実施し、その成果に基づいて整備を
進めます。また、国庫補助の対象となる個人又は零細企業が実施する開発行為に対応す
るための発掘調査を実施します。

　周知の文化財包蔵地内において、緊急な開発工事が発生した場合、埋蔵文化財の記録
保存を目的として緊急発掘調査を実施します。また、霧島市の埋蔵文化財の発掘調査に
よって出土した資料などの保存・整理等を行うため、更には発掘調査の成果を市民等に
周知するため、埋蔵文化財発掘調査事務所を運営します。

件
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】課興振化文【業事援支催開会大グンキーォウ野ケ山②

】課興振化文【業事催開りぐめ跡史内市③

「文化財の活用」の達成目標値

＜施策５＞　学習機会の充実

≪基本事業１≫　学習環境の整備

① 】課習学涯生【業事営運理管館民公区地各

】課習学涯生【業事供提報情・会機習学②

】館書図分国【業事営運館書図③

　山ヶ野金山史跡めぐりとしてウォーキング大会を実施することにより、金山史跡とふ
るさとの香りを味わいながらウォーキングを楽しんでいただくとともに、地域の活性化
を図ります。また、中学生が地域の歴史を学び、案内を実施することで、郷土に誇りを
持つとともに、参加者にも山ケ野金山の歴史を広く周知します。

　郷土の歴史や文化財への認識を深めるとともに、文化財愛護思想の普及を図るため、
年度ごとにテーマを決め「きりしま歴史散歩」を実施します。

　旧市町に設置されている拠点及び条例公民館においては、市民の身近な生涯学習施設
として、また、地域活動の拠点となる公民館として、今後、各地区自治公民館と協議を
進めながら、地域にとって使いやすい公民館の管理運営を目指します。
　施設や設備の老朽化が進んでいるので、安全性や衛生面等に留意しながら優先度に応
じて修繕・改修を行います。

　学びの情報の発信の拠点として、広く市民に学習活動や学習施設の情報を提供し、活
用してもらえるように、市が実施する講座のほか、指定管理者等が実施する講座等を市
ホームページ、広報誌、チラシ配布などにより広報していきます。また、学習活動を活

により、幅広い知識や学びの活動、個々のテーマを柱にした様々な学びの機会を提供し
ていきます。

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

9,400

　図書資料の適切な整理・保存・収集や貸出業務・利用支援業務等を行い、市民が効率
的に情報等を得られる安心できる学習環境づくりに努めます。また、電算システムや施
設等の適切な維持・管理等に努め図書館の利用環境の向上に努めます。

（H25） （H31）

郷土の歴史を学んだ市民の数 人
文化財の学習活動や郷土館な
どの延べ参加（利用）者数

9,006

生涯学習社会の構築に向けた市民の学習機会の充実と、メディアセンターの機能

強化に努めます。

力あるまちづくりや特色ある地域おこしにつなげるため、 「霧島アカデミー」の設置30）
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】館書図分国【業事営運館書図動移④

「学習環境の整備」の達成目標値

≪基本事業２≫　学習活動の推進

① 】課習学涯生【業事設開座講期短・期定館民公

② 】課習学涯生【業事催開島霧ジッレカフイラーュニ

③生涯学習　ボランティアバンク 】課習学涯生【業事営運

】課習学涯生【業事進推合総育教権人④

】館書図分国【業事進推書読館書図⑤

】館書図分国【業事トータスクッブ⑥

　市内全域での図書利用による学習環境づくりと市民の学習支援を行うため、移動図書
館車で、図書館・図書室から離れた地域・集落、住宅団地・小学校等を巡回サービス
し、図書館サービスの市内全域化を図ります。

　市民の学習ニーズを把握しながら、公民館定期講座や短期講座の内容を充実させ、市
内どの講座でも受講できる学習環境づくりを目指します。特に、短期講座においては、
短い期間で効果を上げられる生活に密着した講座やタイムリーな講座を開設するなど、
多様な世代の学習意欲を喚起します。また、定期講座においては、学習の成果を発表す
る機会の提供と、市民に講座紹介を行いながら新しい学習機会のきっかけにしてもらう
「まなびフェスタ」を開催して、受講生や市民の交流を図ります。

　市民のニーズに応じた多様な学習機会の提供を図るため、「志學館大学」、「鹿児島
工業高等専門学校」など高等教育機関との連携を図り、成人を対象とした講座を開催し
ます。

　市民が生涯学習で習得した技術や知識をボランティアをとおして社会還元し、ひいて
は地域の活性化につなげていけるように、ボランティアバンクにコーディネーターを配
置し、人材登録や受け入れ相談、活動紹介を行います。

　人権教育の推進については、「子ども人権セミナー」、「地域公民館人権学習会」
等、それぞれのライフステージに応じて、同和問題を始めとした様々な人権問題に対す
る正しい理解と認識が深まるように講座を開催します。

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

（H25） （H31）

住んでいる地域の学習を行う
環境が整っていると考えてい
る市民の割合

％ 市民意識調査 27.2 29.1

　図書館内だけではなく小・中学校、幼稚園、保育園等に出向いてのおはなし会や緑陰
読書等の多様な読書行事を展開し、子どもから大人まで読書に親しむことのできる環境
づくりや機会づくりに努めます。

31）
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】ータンセアィデメ【業事修研ータンセアィデメ⑦

「学習活動の推進」の達成目標値

（H25） （H31）

学習活動を行わない理由として
時期や時間が合わないことをあ
げている市民の割合

％ 市民意識調査 17.0 15.0

学習活動を行わない理由として自分
のテーマに合った学習機会がないこ
とをあげている市民の割合

％ 市民意識調査 14.3 11.5

成果指標名 単位 成果指標の測定方法
現状値 目標値

　乳児健診時に一人一人の赤ちゃんのために絵本を手渡すことで、乳幼児期から本と親
しむ環境づくりを行い、保護者には絵本をとおしたふれあいの大切さを伝えます。また、
おすすめ絵本リストなどを配布し、図書館へ足を運ぶためのきっかけとなるよう努め、
子育て支援の一助として、図書館利用促進を図ります。

　市民対象のメディア（パソコンやタブレットパソコン、スマートフォンなどの情報機
器）に関する研修講座を開催し、メディアに関する学習の機会を提供します。
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第５章 計画の進行管理 

 

１ 行政評価システムを活用した進行管理 

  教育委員会では第４章で述べたように、5 つの重点分野ごとに、今後 5 年間に集中して取

り組む施策と、施策の柱及び計画期間後期終了時における達成目標値を定めました。数値目

標は 5 年後としていますが、毎年前年度の施策評価を行い、本計画の進行管理を行うことと

します。 

  霧島市では、毎年 8 月に行政経営会議において、施策の目標に対して、前年度の状況を振

り返ったうえで現状を把握し、目標を達成するための課題を明らかにします。更に課題解決

のため、次年度に重点的に取り組むべき事業は何かなどを協議し、施策ごとに基本方針を決

定します。この行政経営会議が行われるまでには、施策別分科会においてそれぞれの事務事

業が施策の目的達成にどれぐらい貢献したか、あるいは、それぞれの事務事業の成果はどれ

ぐらい向上したかなど、検証を行うこととなっています。 

教育委員会は「施策別マネジメントシート」や「次年度計画検討シート」を活用して、行

政評価システムを活用した「霧島市教育振興基本計画」の進行管理を行い、達成目標値へ向

けた各種取組の進捗状況を毎年点検し、必要に応じ見直し、改善を行います。 

以上の検証作業を含めて、今後 5 年間に集中して取り組む施策を進めていきますが、急速

に変化する社会の中で、教育が対応するべき新たな課題が生じた場合は、適時適切に検討し、

迅速に対応することとします。 

 

２ 外部評価委員会と進行管理 

  平成 20 年に改正施行された、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成 26 年法律

第 76 号）により、教育委員会は、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検、評価を行

い、その実施にあたっては学識経験者の知見を活用するように義務づけられました。本市で
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はすでに平成 20年度から、前年度の取組結果について 5 人の学識経験者による外部評価委員

会を開催し、点検・評価を行っています。教育委員会では今後も引き続き、教育委員や事務

局職員のいわゆる内部だけの点検・評価だけではなく、外部の学識経験者による評価を実施

します。 

 

３ 第一次霧島市総合計画後期基本計画との関係 

  第一次霧島市総合計画は、平成 24 年度で前期基本計画期間が終了し、平成 25 年度から後

期がスタートしています。一方、本計画の始期は、平成 27 年度からを後期計画期間とします

が、上位計画である総合計画との整合性を図りながら本計画を進めます。 

 

４ 教育振興に関する施策の大綱との関係 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成 26年法律第 76 号）

が、平成 26 年 6月に公布され、平成 27 年 4月から施行されることとなりました。 

  今回の改正では、教育の政治的中立性・継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政にお

ける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、市長と教育委員会との連携の強化等制

度の抜本的な改革が行われており、市長は市長及び教育委員会により構成される総合教育会

議を設置することとなっています。そして、この総合教育会議では、教育基本法（平成 18

年法律第 120号）第 17 条に規定する基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大

綱を策定することとされています。 

  霧島市教育振興基本計画後期計画は、本市の最上位計画である第一次霧島市総合計画の教

育分野における基本的な計画として、市長と教育委員会が協議を重ね、第 2 章までを本市の

霧島市教育振興に関する施策の大綱として策定しました。 
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政
策 

施
策

基
本
事
業

（参考） 

政策・施策体系表（第一次霧島市総合計画後期基本計画） 

【まちづくりの基本理念】 
「世界にひらく、人と自然・歴史・文化がふれあう都市」 

【まちの将来像】 
人と自然が輝き、人が拓く、多機能都市 

１
快
適
で
魅
力
あ
る 

ま
ち
づ
く
り 

３
活
力
あ
る
産
業
の 

ま
ち
づ
く
り 

２
自
然
に
や
さ
し
い 

ま
ち
づ
く
り 

②
交
通
体
系
の
充
実 

③
地
域
情
報
化
の
推
進 

④
防
災
対
策
の
推
進 

⑤
交
通
安
全
・
防
犯
の
推
進 

①
自
然
環
境
の
保
全 

②
生
活
環
境
の
向
上 

③
循
環
型
社
会
の
形
成 

②
商
工
業
の
振
興 

③
観
光
業
の
振
興 

 

④
雇
用
の
促
進 

①
生
活
基
盤
の
充
実 

 

観
光
客
誘
致
宣
伝
活
動
の
展
開

地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
観
光
資
源
の
開
発

観
光
客
の
受
入
体
制
充
実

海
外
か
ら
の
観
光
客
の
誘
致

農
林
漁
業
経
営
体
へ
の
支
援

生
産
基
盤
の
整
備

集
落
営
農
の
推
進

農
林
水
産
業
の
新
規
就
労
（
就
農
等
）
の
支
援

地
産
地
消
の
推
進

農
林
水
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推
進

リ
サ
イ
ク
ル
等
の
推
進

廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
推
進

不
法
投
棄
の
防
止

廃
棄
物
処
理
施
設
の
整
備
・
管
理

公
共
用
水
域
の
水
質
保
全

森
林
の
保
全

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

環
境
学
習
の
推
進

生
物
多
様
性
の
保
全

防
災
関
連
施
設
の
整
備

災
害
危
険
箇
所
の
整
備

防
災
関
係
機
関
・
団
体
等
と
連
携
し
た
体
制
づ
く
り 

火
災
予
防
・
救
急
・
救
助
活
動
の
推
進

防
災
知
識
の
普
及
啓
発

治
水
対
策
の
推
進

災
害
復
旧
対
策
の
推
進

住
宅
環
境
の
整
備

安
全
で
良
質
な
水
の
安
定
供
給

地
域
に
あ
っ
た
土
地
利
用
の
規
制
・
誘
導

景
観
の
保
全
と
整
備

中
心
市
街
地
の
活
性
化

公
園
・
広
場
等
の
整
備

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
及
び
道
路
施
設
の
保
全 

鉄
道
・
航
空
の
路
線
確
保
及
び
港
湾
の
整
備
促
進

バ
ス
輸
送
等
の
確
保

地
域
情
報
化
基
盤
の
整
備

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
情
報
活
用
の
促
進

 

交
通
安
全
の
推
進

防
犯
活
動
の
推
進

消
費
生
活
の
安
全
性
向
上

商
工
業
者
に
対
す
る
経
営
支
援

買
い
物
の
し
や
す
い
環
境
の
確
保

霧
島
産
物
・
技
術
を
活
か
し
た
製
品
（
商
品
）
開
発
の
促
進 

環
境
衛
生
の
向
上

地
域
美
化
活
動
の
促
進

 

地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
雇
用
の
促
進

企
業
の
誘
致

①
農
・
林
・
水
産
業
の
振
興 
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４
育
み
磨
き
あ
う 

ま
ち
づ
く
り 

５
た
す
け
あ
い
支
え
あ
う

ま
ち
づ
く
り 

７
新
た
な
行
政
経
営
に 

よ
る
ま
ち
づ
く
り 

６
共
生
・
協
働
の 

ま
ち
づ
く
り 

①
学
校
教
育
の
充
実 

②
青
少
年
の
健
全
育
成 

③
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興 

④
文
化
の
振
興 

⑤
学
習
機
会
の
充
実 

①
医
療
体
制
の
充
実 

④
子
育
て
環
境
の
充
実 

 

③
地
域
に
お
け
る
福
祉
の
推
進 

②
こ
こ
ろ
と
身
体
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

①
市
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

③
人
権
の
尊
重 

②
国
際
・
国
内
交
流
の
推
進 

④
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

④
開
か
れ
た
議
会
運
営
の
推
進 

③
市
民
と
行
政
に
よ
る
情
報
の
相
互
活
用

①
健
全
な
財
政
運
営
の
推
進 

市
の
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化

効
果
的
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構
、
業
務
の
構
築

人
材
育
成
の
推
進

歳
入
の
確
保

市
有
財
産
の
適
正
管
理
と
有
効
活
用

歳
入
に
見
合
っ
た
予
算
編
成
と
適
正
執
行

国
際
・
国
内
交
流
活
動
の
推
進

交
流
の
た
め
の
民
間
組
織
・
人
材
の
育
成
、
充
実

 

地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

母
子
保
健
の
充
実

子
育
て
家
庭
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進 

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
負
担
軽
減

要
保
護
児
童
等
へ
の
対
応

 

生
活
困
窮
者
へ
の
支
援

地
域
住
民
に
よ
る
支
え
あ
い

地
域
の
身
近
な
拠
点
づ
く
り

高
齢
者
の
自
立
支
援
サ
ー
ビ
ス

障
が
い
者
の
地
域
生
活
移
行
や
就
労
支
援
等
の
サ
ー
ビ
ス 

市
民
の
健
康
意
識
の
向
上

こ
こ
ろ
と
身
体
の
健
康
管
理
の
実
践
・
支
援

健
康
づ
く
り
活
動
が
し
や
す
い
社
会
環
境
づ
く
り

食
育
の
推
進

体
験
と
立
志
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り

地
域
全
体
で
子
ど
も
を
見
守
り
育
む
環
境
づ
く
り

 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
整
備

ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
育
成

芸
術
文
化
活
動
の
き
っ
か
け
づ
く
り

文
化
関
係
団
体
の
育
成

文
化
財
の
保
存･

整
備

文
化
財
の
活
用

 

学
習
環
境
の
整
備

学
習
活
動
の
推
進

 

医
療
体
制
の
整
備

か
か
り
つ
け
医
を
決
め
る
な
ど
の
市
民
意
識
の
向
上 

保
険
制
度
の
適
切
な
運
営

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
意
識
の
醸
成

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

移
住
定
住
促
進

議
会
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実

議
会
運
営
へ
の
支
援

人
権
尊
重
社
会
の
実
現
に
向
け
た
教
育
・
学
習
の
推
進
及
び
広
報
・
啓
発 

人
権
侵
害
被
害
者
の
救
済

男
女
の
人
権
を
侵
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
制
度
・
慣
行
の
見
直
し
、
意
識
の
改
革 

政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

 

行
政
情
報
の
共
有

市
民
意
見
の
活
用

②
信
頼
さ
れ
る
行
政
経
営
の
推
進 

学
力
の
向
上
と
個
性
を
育
む
教
育
の
推
進

豊
か
な
心
を
育
む
教
育
の
推
進

健
や
か
な
体
を
育
む
教
育
の
推
進

特
色
あ
る
教
育
活
動
と
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
の
推
進 

教
育
環
境
の
整
備

幼
稚
園
教
育
の
推
進

魅
力
あ
る
高
等
学
校
教
育
の
推
進
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● 用語の解説（用語の後の（ ）は掲載頁） 

 

01） 立志式（P7）＝かつて15歳を迎える人を大人として認め、祝った習わしにちなんで、

満14歳を迎える中学2年生を祝う式。生徒に自身の成長を自覚させ、将来への夢や志、

これからの生き方を考えさせる節目としての機会ととらえています。 

 

02） 江戸しぐさ（P7）＝江戸期の商人の生活哲学・商人道であり、現代の世相に鑑み、

江戸人の知恵を今に生かそうという観点から、教育にも取り入れられています。雨の

日に互いの傘を外側に傾け、ぬれないようにすれ違う「傘かしげ」、乗り合い船などで

後から来る人のためにこぶし一つ分腰を浮かせて席を作る「こぶし腰浮かせ」などが

あります。 

 

03） 耐震化率（P9）＝校舎や体育館などに対する、1981年の建築基準法改正以降に新し

い耐震基準で建てられた棟と耐震補強済みの棟の割合のことを言います。幼稚園や

小・中学校、市立高校の耐震診断や耐震化については市町村が担っています。文部科

学省は1981年以前の建物の耐震化について、震度６強～７程度の揺れに耐えうる強度

にするよう求めています。 

 

04） 一校一運動（P9）＝県が平成13年度から推進している「『たくましい体・強い心』子

ども育成推進事業」の一環として、体力が低下傾向にある本県の児童生徒に対して、

始業前・業間、放課後等の時間を活用して、一週間に2～3回、時間にして15分程度を

かけて、学校が特色ある活動として位置付けている運動種目（例えば、縄跳び、ラン

ニング、一輪車など）を実施し、体力向上に結び付けようとする取組です。 

 

05） 「親子20分間読書運動」（P10）＝昭和34年、当時鹿児島県立図書館長であった椋鳩

十氏が、「教科書以外の本を子供が20分間位読むのを、母が傍らに座って静かに聞く。」

という運動を提唱されました。その後、この運動が県立図書館の呼びかけにより、「親

子20分間読書運動」として昭和35年から鹿児島県下に広まり、やがて全国に拡大して

いきました。 

 

06） 霧島国際音楽祭（P11）＝霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）を主会場として、

国内外で活躍する講師陣による講習会と著名なアーティストの出演するコンサートが

数多く開催される国内有数の音楽祭です。 

 

07） 霧島ジオパーク（P11）＝ジオパークとは、地質学的に重要で貴重な、あるいは美し

い地球活動の遺産が多数存在する自然公園です。現在、霧島連山周辺の自治体と民間

団体及び宮崎・鹿児島の両県で組織する「霧島ジオパーク推進連絡協議会」では、霧

島連山の火山や自然が、科学的に貴重で、景観としても美しい地形を持った自然公園

として、世界にも充分通用するジオパークと考え、特色と活力のある地域づくりと地
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域振興を目的に、世界ジオパーク認定に向けて準備を進めています。 

 

08） 移動図書館(車)（P12）＝本棚を備えたバス等に本を積んで図書館サービスを行うこ

と。図書館が近くにない地域などを巡回し、地域住民に図書館サービスを行います。 

 

09） 学力向上プラン（P13）＝児童生徒の学力向上を目ざし、学校の実態に即した目標を

設定した上で、具体的な取組を行っていくための計画。また、適切にその取組を評価

しながら、よりよい指導のあり方を検討・改善していくための指針としても活用しま

す。 

 

10） 外国語指導助手（ＡＬＴ）（P14）＝外国語指導助手(Assistant Language Teacher)

の略語。語学指導等を伴う外国語青年招致事業において招へいされた外国人の中で選

抜された者が、日本の教師と協力してティーム・ティーチング（協同授業）等を行い

ます。 

 

11） 「基礎・基本」定着度調査（P15）＝本県の小学校５年生と中学校1・2年生の全児童

生徒が、基礎学力（社会生活を営む上で最低限必要な知識や技能等）を確実に身に付

けているかどうか調べるための調査。調査内容は小学校が国語、社会、算数、理科の4

教科、中学校が国語、社会、数学、理科、英語の５教科です。 

 

12） 体力運動能力調査（P18）＝児童生徒の体力・運動能力の現状を明らかにするととも

に、体育・スポーツ指導の基礎資料を得るために行う調査です。握力、上体起こし、

長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ソフトボール投

げの8種目で実施されます。 

 

13） 20ｍシャトルラン（P18）＝体力・運動能力調査の持久力を測定する項目です。20ｍ

間隔で平行に引かれた2本の線を合図音に合わせて走って往復し、合図音内で往復でき

た回数を記録とします。 

 

14） 「早寝早起き朝ごはん」運動（P19）＝日本ＰＴＡ全国協議会と文部科学省等が中心

になって「子どもたちの正しい生活リズムの確立」を目的に提唱し、平成18年度から

始まった国民運動のことです。 

 

15） 学校評価（自己評価、学校関係者評価等）（P20）＝学校教育の充実を目指し、教育

活動等の状況について評価を行い、必要な支援や改善を行って教育の水準の向上と保

証を図ることを目的としています。通常、学校職員・児童生徒・保護者等による「自

己評価」と、それらを学校が選任した学校関係者が評価する「学校関係者評価」を併

せて学校評価と呼んでいます。 
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16） 幼小連携、幼保小連携（P23）＝幼児教育と小学校教育のそれぞれの目的を明確にし、

生涯にわたる成長の基礎を養う視点から、幼児教育と小学校教育のスムーズな接続を

行うために、幼児・児童の交流や指導者の交流を進めることです。 

 

17） 「道義高揚・豊かな心推進」宣言都市（P25）＝人の行うべき正しい道が道義です。

礼儀心の低下や人権の軽視、青少年の非行が目立ち、地域社会においても連帯感や協

調性が薄れてきています。このような社会現象を市民一人一人が自覚し豊かな心を育

むため、自主的学習や実践活動の推進を目指し「道義高揚・豊かな心推進宣言」をし

ました。 

 

18） ふるさと霧島カルタ（P28）＝霧島市の豊かな自然、観光資源、歴史的遺産や産業等

のふるさとの魅力を市民一人一人が認識し、郷土に対する愛着を深めるため、読み句

や絵札に使用する絵画を公募し、市民参加により制作したカルタです。 

 

19） 上野原縄文の森（P30）＝錦江湾を望む上野原台地に、縄文時代早期前葉（約9500年

前）の地層から、2条の道筋に沿う52棟の竪穴住居を中心とした集落跡が発見されまし

た。住居群には調理施設である39基の集石遺構や16基の連穴土坑も発見され、南九州

における定住化初期の様相を典型的に示す大集落であり、日本列島の縄文時代の開始

期の遺跡として重要な遺跡です。（国指定史跡）また、縄文時代早期後葉（約7500年前）

の壷型土器を含む土器・石器類、土偶や耳飾りなど多彩な遺物は、早期における南九

州の文化の先進性を物語る貴重な学術資料となっています。（国重要文化財） 

 

20） 総合型地域スポーツクラブ（P33）＝地域において、「いつでも、どこでも、だれで

も、いつまでも」スポーツを楽しむことができるようにするために、地域住民が主役

となって自ら運営・管理をするスポーツクラブです。いろいろな種目を様々な人たち

が、興味・関心や競技レベルを問わず、それぞれのスタイルで楽しむことができます。 

 

21） スポーツ推進委員（P35）＝市町村教育委員会が委嘱する、社会体育の指導者です。

スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その活動を行うための熱意と能力があり、

住民に対してスポーツの実技指導、その他スポーツに関する指導、助言を行います。 

 

22） 真米甌
ま ご め お う

穴群
けつぐん

（P39）＝真米甌穴群は天降川上流（塩浸
しおひたし

水力発電所取水口から下流へ約

4 キロメートル）の牧園町真米地区にあります。姶良カルデラ噴出物（約 2 万 5 千年

前）である軟弱な溶結凝灰岩の河床が、流水作用により様々な甌穴を創り出しており、

甌穴の形成変遷が初期の段階からそれぞれの段階を見ることができ、学術的に見ても

たいへん貴重です。 

 

23） 公民館定期講座（P44）＝公民館定期講座とは、市内7拠点公民館等において、開催

日を事前に決めて年間を通して定期的に実施している学習講座のことです。市内全域
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で6月から2月の間に概ね毎月1、2回程度の学習を行っています。講座内容は各地区拠

点公民館によって異なり、市民の方はどこの公民館の講座であっても受講できるよう

になっています。 

 

24） 公民館短期講座（P44）＝公民館定期講座と異なり、市民のニーズに対応し、また、

地域にあった学習活動の推進を図るために地域の特性を活かした講座を開設していま

す。開設回数は５回程度とし、3か月程度で修了する講座です。 

 

25） ボランティアセンター（P44）＝市民にボランティア活動に関する理解と関心を深め

ていただくために開設しています。コーディネーターを配置し、人材登録や活動希望

の人、また、ボランティアの受け入れを希望する団体等の相談や紹介などの業務を行

っています。 

 

26） ブックスタート（P47）＝1992 年英国で始まった、赤ちゃんのまわりで楽しく温かい

一時が持たれることを願い、一人一人の赤ちゃんに絵本を手渡す活動です。日本には

2000年に紹介されました。霧島市では全市的には平成 19年度から取り組んでいます。 

 

27） 心の教育の日（P50）＝各学校において、「心の教育の日」を設定し、道徳公開授業

や講演会等を実施するなど、「公徳心・規範意識を高めたり、自他の尊厳、生命尊重へ

の多様な取組を行ったりする日です。 

 

28） 命の教育の日（P50）＝本市の各小中学校、国分中央高等学校において、「命の教育

の日」を毎月設定し、全校朝会、学級活動等で自他の命の大切さについて考える日で

す。 

 

29） 中 1ギャップ（P52）＝児童が小学校から中学校に進学したときに、学校生活の変化

や授業のやり方の違いになじむことができず、不登校になったり、いじめが増加した

りする現象です。 

 

30） 霧島アカデミー（P61）＝市民による自主的・自発的な学びの活動を生かしながら、

市民による積極的なコミュニティーづくりの推進を通して、活力ある「まちづくり」

や特色ある「地域興し」に繋げることで、あらゆる面における本市の活性化を図るこ

とを目的とした学びの場です。 

 

31） ボランティアバンク（P62）＝地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を高

め，ボランティア活動の推進を図ることを目的に設置され、平成 25年度にボランティ

アセンターから名称を変更しました。 
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